
入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。

平成27年7月31日
支出負担行為担当官
沖縄防衛局長 井上 一徳

１ 業務内容等
(1) 業 務 名 住宅防音事業文書電子化業務（その６）
(2) 業務場所 受託者事務室内
(3) 業務内容 事前準備、スキャニング作業、成果物納品作業、運搬作業
(4) 履行期限 契約締結の翌日から平成28年3月18日まで
２ 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下｢予決令｣という。)第70条及び第71
条の規定に該当しない者であること。

(2) 平成25･26･27年度防衛省所管の競争参加資格（全省庁統一資格）において、資格の種
類が「役務の提供等」でＣ級に格付され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者で
あること。

(3) 契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4) 個人情報を適正に管理できることを証明できる者（個人情報の管理要領の整備状況等
を示す資料（別添1）の提出を要する。ただし、一般財団法人日本情報経済社会推進協
会のプライバシーマーク使用許諾事業者、同協会が認定する審査機関からＩＳＭＳ認証
を取得している者は当該許諾証等の写しの提出をもって代えることができる。）である
こと。

(5) 業務の全部を自社で行うものとし、第三者への再委託は行わないこと。ただし、業務
の全部又は一部を営業所等で実施する場合は、前記(4)の要件を満たす者である場合の
み認められること。

３ 入札手続等
(1) 担当部局

〒904-0295 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9
沖縄防衛局総務部会計課会計係 電話 098-921-8181（133）

(2) 入札説明書等の交付期間等
平成27年7月31日（金）から平成27年8月17日(月)まで（行政機関の休日を除く。）

の毎日、午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までの間を除く。)、担
当部局にて上記2(2)に掲げる競争参加資格の格付けを受けている者又は取得見込者に
対し交付する。
なお、交付する入札説明書等については貸与とし、開札日から14日以内に返却する

ものとする(郵送等による場合は期限内必着。)。
(3) 入札及び開札の日時等

平成27年8月18日（火） 午前11時40分 沖縄防衛局 4階 講堂3
４ その他

(1) 入札保証金及び契約保証金 免除
(2) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条
件に違反した入札は無効とする。

(3) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範
囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(4) 契約書作成の要否 要。
(5) 関連情報を入手するための照会窓口 上記3(1)に同じ。
(6) 詳細は入札説明書による。
(7) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要
請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。



別添１

個人情報管理に係る体制証明書

住宅防音事業文書電子化業務（その６）の実施に当たり、次の体制で本業務委
託を行います。

内 容 ○×

本受託業務を本人のみで行います。（使用人その他の従業者を使用
しないで業務を行う場合）

住宅防音事業文書電子化業務（その６）に関し、次のとおり個人情報管理に係
る体制をとっていることを証明します。

No 内 容 ○×

１ 個人情報の管理要領を定めた規定類を整備している。

２ 個人情報の管理者が指名され、個人情報保護についての法人内の
責任、役割分担が明確である等、個人情報を適切に取り扱う体制
が整備されている。

３ 年１回以上、職員に対し、１の規定類に係る周知徹底の措置（教
育や研修）を実施している。

４ 個人情報を管理する部屋等について、物理的アクセス制御（個人
情報を管理している部屋の出入口、書庫、金庫、机の引出し、倉
庫等の鍵による管理）がされている。

５ 個人情報を管理するコンピュータについて、論理的アクセス制御
（クライアントやサーバの暗号化やパスワードによる管理）がさ
れている。

６ 個人情報の授受や破棄等について、確認書類や管理台帳等を作成
し記録している

注： 本人のみで、本受託業務を行う場合は、１から３までの記載を要しない。

添付資料
１ 個人情報の管理要領を定めた規定類(写し)
２ 個人情報保護に関する管理者等が確認できる資料
３ 過去一年の間に実施した教育・研修実施記録が確認できる資料
注： 本人のみで、本受託業務を行う場合は、１から３までの添付を要しない。

平成 年 月 日

法人名
(代表者名 ) 印
住 所



添付資料２の個人情報保護に関する管理者等が確認できる資料

個人情報保護に係る管理者等

１ 個人情報保護管理者

氏名 所属及び役職

２ 個人情報保護監査責任者

氏名 所属及び役職

３ 個人情報の管理要領を定めた規定類に係る社内体制

担当者名又は役職名 役 割 担 当 業 務 範 囲



添付資料３の過去一年の間に実施した教育・研修実施記録が確認できる資料

個人情報保護に係る教育・研修実施記録

教育・研修の名称

開 催 日

使 用 テ キ ス ト

講師又は教育・
研 修 担 当 部 署

＜教育・研修の概要＞

受 講 者 数 ／ 役 員 （ 名／ 名）
受 講 対 象 者 数 正 社 員 （ 名／ 名）

派 遣 社 員 （ 名／ 名）
出 向 社 員 （ 名／ 名）
アルバイト等 （ 名／ 名）

合 計 （ 名／ 名）

注：１ 開催日時の順、教育・研修毎に記入すること。
２ 受講者数は、社員、正社員、派遣社員、出向社員、パート・アルバイト等に分けて記
入すること。
３ 教育・研修の概要については、教育の目的、内容等について記入すること。



 

 

 

 

 

住宅防音事業文書電子化業務仕様書 

（その６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



住宅防音事業文書電子化業務委託仕様書 

１ 業務の目的 

本業務は、沖縄防衛局で保存している膨大な住宅防音実績ファイルの電子

化を行うことにより、データの半永久的な保存及び保存スペースの確保、ま

たセキュリティーパスワードを設定することによる個人情報の漏洩防止、さ

らに、これまで紙媒体の場合、検索等に費やした時間を大幅に短縮し、住宅

防音事業の事務処理業務の効率化を図ること等を目的とする。 

２ 履行期間 

平成２８年３月１８日まで 

３ 履行場所 

受託者事務室内（事前に作業場所を監督官に連絡し、許可を得ること。） 

４ 納入場所 

沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納２９０番地９  

沖縄防衛局企画部住宅防音課 

５ 作業概要 

（１）概要 

沖縄防衛局で保有する住宅防音実績ファイルをスキャニングし電子デー

タ化すると共に、データをＤＶＤ－Ｒに保存する。 

（２）対象資料及び数量 

ア 数量：６，７４５件（別紙１参照）を対象とし、１件あたり４０枚

程度の資料である。 

イ 資料サイズ： 

Ａ２～Ｂ６までのサイズが１ファイルの中で混在しているものを標

準とする。 

ウ 資料ファイルの状態：Ａ４チューブファイルにファイリングされて

いる。Ｂ５の紙ファイルは管で固定して製本

されている。（２冊） 

工 青焼きの資料が全体の０．５％程度を想定している。 

オ パラフィン紙や薄紙が全体の２％程度混在していると想定する。 

カ 原票の破れ等修復が必要な原票は全体の０．１％程度を想定し、修

復後原票を電子データ化する。 

キ 原票状態が悪い原票の発生率は全体の６％程度を想定する。 

ク 資料の解体方法として、ホチキス外しは１件毎と想定する。 

６ 作業内容 

（１）事前準備 

ア 資料の受け渡し：電子データ化の作業対象となる資料の受け渡しに



ついては、沖縄防衛局住宅防音課で指定した場所

に受託者は車両を用意し、当局職員立ち会いのも

とファイル数を書面により確認（往復各回毎）し、

梱包等のうえ受託者事務室内に搬送する。その際、

対象資料について整理用シール等により資料管理

する。 

（資料を搬送する際、紛失等の無いよう厳重に注意すること。） 

イ 作業準備：ａ 欠損資料がある場合は、事前に補修を行いスキャニ

ングする。 

ｂ Ａ３サイズ以上の資料については、Ａ３サイズに縮

小コピーし、スキャニングする。 

ｃ 資料を受領後、受け取った資料の状況（資料の規格、

枚数等）を確認し資料受領時データベース（実績整

理番号、施設、補助事業者名、区分、枚数）を作成

する。 

ｄ 当局から貸与する実績データ（電子データ）と貸与

資料の数量等の確認を行い、資料（申込書、設計図

書等）の有無及び枚数を入力する。 

ｅ 事案毎に指定された資料順に整理する。 

（２）スキャニング作業等 

ア スキャニング：ａ ファイルで綴っている資料について、全て対象

とする。 

ｂ スキャニングする際の解像度は２００ｄｐｉの

白黒二値とし、Ａ３サイズまでの資料は原寸の

まま作業を行うこととする。 

ｃ スキャニングする際には、文書の内容が確実に

判読できるようにする。 

ｄ ＰＤＦファイルは、事案単位毎にひとつの文書

となるようにマルチ方式で保存する。 

ｅ データの保存形式は、バージョン１．４のＰＤ

Ｆとする。 

ｆ スキャニング後の画像が確実に電子データ化さ

れていることを確認するとともに、必要に応じ

て傾きの補正、裏写りの除去、ノイズ除去等の

補正作業を行うこととする。 

ｇ スキャニング～マルチ～データ書込、各々の過

程においてリストを作成し照合する。 



ｈ パラフィン紙や薄紙は連続スキャニングせずフ

ラットスキャナーにて電子化する。なお、本紙

は重要性が高い書類のため取り扱いには特に注

意を必要とする。 

ｉ 原票一枚ごとに取り込み濃度を調整すること。

なお、自動調整機能の使用は不可とする。 

イ フォルダの作成：当局から貸与する実績データ（電子データ）を参

照のうえ、次のとおりフォルダを作成し、データ

を保存する。 

ａ「年度」、「施設」毎に大分類のフォルダを作成 

（例「平成１１年度嘉手納飛行場」） 

ｂ 実績整理番号をＰＤＦのファイル名に設定す

る。 

ｃ ＤＶＤ－Ｒ毎にナンバリングすること。 

（帳票を作成し、通し番号と照合できるように

するため。） 

             ｄ 帳票は上記保存フォルダ以外に別途フォルダ

を作成のうえ実績データベースとして保存す

る。 

７ 成果物の納入 

（１）電子記録媒体の形式は、ＤＶＤ－Ｒとし、正副２式納品する。 

（２）ＤＶＤ－Ｒの印字については、別紙２のとおりとする。 

８ 貸与資料の返還 

   ファイル単位で紐やゴム等でまとめ、返却する。 

９ 貸与資料 

（１）住宅防音実績ファイル 

（２）住宅防音実績データ（（株）管理工学研究所社製 桐 Ver.9-2012 または

Microsoft Excel 2010にて作成） 

10 個人情報保護 

受託者は、国より提供を受けた実績データについては、下記事項に留

意し取り扱うものとする。 

（１）受託者は、本業務に関連して知り得た相手方固有の業務上、営業上、技

術上の秘密及び個人情報を自己の業務に使用したり第三者に漏洩又は開

示してはならない。 

（２）受託者は、本業務に関連して知り得た個人情報の漏洩、滅失、き損等の

防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければな

らない。 



（３）受託者は、本業務に関連して知り得た個人情報について、本件業務以外

の目的での複製、利用等してはならない。 

（４）受託者は、個人情報を含む資料・記録及びその複製物を、国からの指示

に基づき、本件業務終了後速やかに国へ返還、消去又は破棄しなければ

ならない。ただし、国が別に指示したときはその指示に従うものとし、

当該個人情報の消去又は破棄に関して指定された様式の証明書の発行を

要求された場合は、速やかに従わなければならない。 

（５）受託者は、本業務に関連して情報の漏洩、滅失、き損等の事故が発生し

た場合、ただちに国に報告するとともに、国と協議のもと、本人からの

苦情への対応などの、当該事故による損害を最小限にとどめるために必

要な措置を講じるものとする。 

（６）受託者の責めに帰すべき事由により、情報の漏洩、滅失、き損等の事故

が発生し、国が第三者から請求を受け、又は、第三者との間で紛争が発

生した場合、受託者は国の指示に基づき契約者の責任と費用負担でこれ

らに対処するものとする。この場合において、国が損害を被ったときは、

国は受託者に対して当該損害の賠償を請求できる。 

（７）当該データは、沖縄防衛局住宅防音課職員のみが知り得るセキュリティ

ーパスワードを設定し、閲覧及び印刷する際の制限をかけることができ

るものとする。 

11 その他 

（１）監督官は必要があると認めるときは、委託者に対して履行期間中に途中

検査を行うことができる。 

（２）業務の全部を自社で行うものとし、第三者への再委託は行わないものと

する。 

以 上  



別紙１ 

 

住宅防音事業文書電子化業務数量一覧 

 

作業項目 数量 単位 電子化対象件数 

事前準備 １ 式  

 

６，７４５件 

スキャニング作業 １ 式 

成果物納品作業 １ 式 

運搬作業 １ 式 

   

 

 



別紙２

ＤＶＤ－Ｒ

ＤＶＤ－Ｒケース表題

帳票（例）

平成１１年度１期～３期

（建具）

11-1-1  ～ 11-3-300

正

沖縄防衛局 住宅防音課

Ｎｏ．１

平成１１年度１～３期（建具） 11-1-1～11-3-300 Ｎｏ．１


